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枇
曾
民
主
主
義
時
代
の
住
宅
政
策

ナ
チ
λ

は
政
構
獲
得
後
住
金
】
問
題
を
最
も
緊
急
に
し
て
且
つ
困
難
た
る
問
題
左
り
と
な
し
で
従
来
の
住
宅
政
策
を
根
本
的
に
草

め
て
、
新
し
き
ナ
チ
ス
的
住
宅
政
策
E
樹
て
L
若
々
と
そ
れ
を
賛
行
し
来
っ
た
。
吾
人
は
本
論
に
於
て
か
L
る
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
の

基
礎
と
な
っ
て
ゐ
る
原
却
を
明
に
し
ゃ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
理
解
す
る
震
に
は
前
政
植
即
ち
枇
舎
民
主
主
義
時
代
の
住

宅
政
策
E
一
顧
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

抑
も
住
宅
問
題
(
唱
。

E
E
1
2
0
)
は
近
代
的
友
問
題
で
あ
る
。

古
代
十
中
世
の
都
市
に
も
住
宅
K
閲
す
る
問
題
が
全
然
在
か
っ

た
と
い
ふ
誇
で
は
左
い
が
、
大
衆
的
志
社
合
問
題
と
し
て
の
近
代
的
住
宅
問
題
は
産
業
革
命
の
生
ん
だ
工
業
国
家

(
F雪印
E
Z
E
C白

先
づ
工
場
都
市

(
E
Z
F
m
z
g
に
現
は
れ
て
来
た
の
で
あ
ふ
。
帥
ち
近
代
的
機
械
工
業
は
多
数
の
持
働
者
を
吸
牧
す
る
工
場
制
度
の

時
担
達
を
促
し
て
誌
に
諸
聞
き
都
市
の
工
場
都
市
化
或
は
多
数
の
新
し
き
工
揚
都
市
の
誕
生
を
み
る
に
至
り
て
、

一
方
に
は
と
れ
ら
の
持
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働
者
に
針
す
る
住
宅
の
不
足
の
問
題
を
他
方
江
は
不
良
住
宅
の
護
生
と
い
ふ
近
代
的
住
宅
問
題
そ
生
む
に
至
っ
た
白
で
あ
る
。
住
宅

問
題
を
考
ふ
る
に
は
何
故
に
か
く
の
如
く
多
数
白
人
口
が
都
市
に
集
中
し
た
か
と
い
ふ
と
と
弘
、
他
に
は
又
何
故
に
性
宅
の
供
給
が

之
に
件
び
え
友
か
っ
た
か
と
い
ふ
二
つ
の
問
題
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
第
一
の
問
題
に
は
吾
人
が
嘗
て
考
察
を
試
み
た
る
如
〈
、
経
済

上
・
枇
合
土
・
法
律
上
・
政
治
上
・
科
事
上
モ
の
他
の
諸
原
閃
が
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
根
本
的
た
原
因
と
し
て
は
近
代
機
械
工
業

が
多
種
多
様
の
勢
働
を
需
要
し
た
る
こ
と
弘
、
そ
れ
に
印
昨
出
し
て
政
治
的
に
居
住
・
職
業
・
契
約
の
白
的
が
許
さ
れ
た
こ
と
を
皐
げ
ね

A

註
ご
へ
註
ご
)

ば
友
ら
ぬ
。
と
れ
に
土
り
て
澗
泡
に
於
て
も
移
し
き
農
民
が
村
を
拾
て
L
都
市
に
集
中
し
た
の
で
あ
る
。

(
註
一
)
調
語
統
計
年
鯖
凶
「
一
八
七
五
年
に
は
掴
誼
人
目
白
約
三
分
の
こ
が
人
口
二
千
人
以
下
白
地
方
郡
落
に
性
む
が
一
九
二
五
年
に
は
そ
れ
が
約
三

分
の
一
に
な
づ
て
ゐ
否
。
印
ち
と
の
五
十
年
間
に
於
け
る
人
口
靖
加
が
都
市
町
偏
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
而
も
驚
〈
ペ
き
程
度
で
大
都
市
白

膨
脹
と
な
っ
て
ゐ
る
」
主
い
ふ
。

(
性
一
一
)
カ
ツ
セ
ル
ぽ
摘
塩
の
農
業
・
工
業
そ
の
他
・
商
業
及
び
交
通
業
人
口
白
一
八
八
二
年
二
八
九
五
年
二
九
O
七
年
分
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
一
八

八
二
年
島
、
b

一
八
八
九
年
に
か
け
て
約
三
百
五
十
寓
人
出
農
業
を
去
り
、
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
O
七
年
ま
で
に
は
四
百
一
一
一
十
七
高
人
が
農
業

を
す
て
去
っ
た
。
前
者
は
年
々
に
平
均
す
る
と
二
十
七
寓
人
、
後
者
は
三
十
六
寓
五
千
人
に
な
る
と
報
告
し
て
ゐ
る
。

4
1
K
己
D
都
市
人
口
の
膨
脹
に
封
し
て
必
要
な
る
住
宅
が
供
給
せ
ら
れ
た
た
ら
ば
住
宅
問
題
が
起
り
え
在
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
そ

れ
は
叉
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
白
理
向
は
佳
宅
の
供
給
者
側
と
需
要
者
側
と
に
求
め
ね
ば
な
ら
ね
。
自
由
主
義
の
下
で
は
住
宅
の
供

給
は
原
則
と
し
て
私
企
業
に
委
せ
ら
れ
た
が
故

K
・
家
主
は
利
潤
法
則
に
削
せ
古
る
如
昔
住
宅
は
枇
曾
的
需
要
の
如
何
に
拘
ら
や
之

を
建
築
せ
ざ
る
べ
く
、
己
白
事
は
又
住
宅
白
様
式
干
構
造
に
於
て
も
利
潤
の
打
算
が
根
本
と
左
り
て
持
働
階
級
の
希
望
す
る
が
如
き

小
住
宅
や
低
家
賃
の
住
宅
を
建
築
す
る
と
限
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
住
宅
は
又
之
を
需
要
者
側
よ
り
み
れ
ば
、
そ
の
家
賃
が
自
己
の
所
得

に
相
膝
す
る
こ
と
を
要
件
と
た
が
す
故
に
、
彼
等
の
所
得
の
臨
出
動
に
つ
れ
て
住
宅
の
需
要
も
不
断
に
盤
化
す
る
。
住
宅
は
響
ひ
絶
針

ナ
チ
ス
住
宅
政
策
由
開
哩

揮
五
十
巻

第
三
腕

三五
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町
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第
五
十
巻

C 

第一}一競

五
PM 

的
に
不
足
せ
宇
と
も
相
封
的
な
快
乏
を
生
や
る
の
で
あ
る
。

E
白
山
ド
給
者
側
の
事
情
と
需
要
者
側
の
事
情
と
が
錯
綜
し
て
住
宅
の
需

給
主
調
節
す
る
こ
と
は
容
易
で
左
い
の
で
あ
る
が
、
己
れ
が
都
市
柏
町
働
人
口
の
念
激
在
る
膨
張
の
揚
合
或
は
経
掛
恐
慌
の
錦
に
持
倒

階
級
の
所
得
に
大
友
る
鑓
動
を
仲
ふ
揚
合
等
に
は
一
屠
仲
代
宅
の
不
足
守
一
大
・
な
ら
し
む
る
と
と
L
左
り
、
は
て
は
住
宅
の
不
良
問
題
千

不
良
住
宅
地
帯
の
品
目
生
損
大
の
問
題
を
惹
起
す
る
の
で
あ
る
。
枇
合
民
主
七
義
時
代
の
末
期
に
於
け
る
経
内
恐
慌
は
恒
例
逸
持
働
大
衆

に
と
り
て
の
住
宅
の
大
な
る
不
足
と
左
り
、
そ
れ
が
一
居
川
合
問
題
を
散
成
し
て
作
宅
問
題
は
閥
次
的
岡
氏
的
な
大
問
題
と
な
る
に

百
五
っ
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
か
く
の
如
き
近
代
的
利
合
問
題
と
し
て
は
柿
住
乃
主
性
宅
現
象
を
生
む
に
五
っ
た
住
宅
政
策
上
の
根
本
的
阪
迎
を
考
察
す
る

に
、
光
づ
第
一
に
居
住
移
仰
の
白
山
の
版
則

q
g
N哲
也

2
匂

ENZ四戸
内

E
『
)
を
皐
げ
ね
ば
在
ら
由
。
自
由

k
義
枇
舎
に
於
て
は
人
々
の

『
盆
豆
)

居
住
移
輔
の
白
山
は
憲
法
上
に
保
護
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
人
々
は
農
村
と
い
は
宇
都
市
と
い
は
や
'
自
由
に
居
付
せ
ら
る
h

の
で

あ
っ
て
何
等
封
建
時
代
の
如
き
制
限
が
な
い
。
こ
の
原
則
が
農
民
を
自
由
に
離
村
せ
し
め
た

(註一三
)
f
移
件
ノ
自
由
A

兵
役
ノ
義
務
一
一
闘
悌
ア
ル
揚
Aw--
非
サ
レ
ハ
凶
ま
=
於
テ
之
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

退
去
稔
(
〉
げ
N
E
唱
moE)
ハ
之
ヲ
諒
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得
λ

(

嘗
持
骨
間
同
議
法
第
十
一
瞬
)

ロ
組
テ
ノ
糊
謹
人
民
ハ
凶
内
一
一
於
一
ア
棒
韓
ノ
白
向
ヲ
有
ス
、
何
人
モ
凶
内
ノ
任
意
ノ
地
=
滞
在
シ
及
定
性
シ
土
地
ラ
取
得
シ
各
縄
ノ
管
業
ヲ
銭

ス
樺
刺
ヲ
有
ス
之
=
封
ス
ル
制
限
ハ
凶
ノ
法
律
一
一
依
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
(
ワ
イ
マ
1

ル
憲
法
第
百
寸
一
陣
)

第
二
に
は
工
業
と
農
業
と
の
皆
利
的
自
由
闘
争
の
原
則
を
皐
げ
血
ば
な
ら
由
。
自
由
主
義
は
工
業
も
農
業
主
も
一
律
平
等
に
替
利

主
義
に
放
任
し
た
。
然
る
に
時
利
主
義
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
農
業
は
到
底
工
業
の
比
に
非
る
が
故

ι工
業
の
隆
雄
は
農
業
の
相
封
的

{
設
頒
を
件
は
ざ
る
を
え
む
。
農
業
の
主
た
る
立
地
は
農
村
で
る
り
工
業
の
そ
れ
は
都
市
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
現
象
は
都
巾
と
農



村
y

ど
の
向
山
な
る
借
利
闘
一
A

ず
と
も
い
は
れ
う
る
で
あ
ら
う
。
而
し
て
資
本
主
義
下
に
於
け
る
こ
の
都
市
と
農
村
と
の
替
利
的
白
山
ー
競

争
が
鵜
ナ
農
民
離
村
を
促
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
自
由
主
義
下
の
住
宅
政
策
白
根
本
原
則
と
し
て
第
三
に
建
築
自
由
の
原
則
を
皐

げ
ね
ば
怒
ら
向
。
資
本
主
義
の
下
?
は
住
宅
の
供
給
剖
ち
建
築
は
原
則
と
し
て
私
企
業
に
委
せ
ら
れ
た
。
而
し
で
か
や
号
泣
建
築
の

自
由
は
勿
論
土
地
利
・
別
に
就
て
の
自
由
の
原
則
と
も
結
ぼ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
詳
し
く
は
建
築
揚
所
濯
揮
の
自
由
・
建
築

様
式
構
を
決
定
。
白
向
及
び
建
築
時
期
決
定
の
自
由
等
に
分
ち
う
る
。
こ
れ
ら
の
向
山
が
一
に
資
本
家
的
利
潤
法
則
に
基
い
て
、
詳

一
一
昌
す
れ
ば
資
本
家
的
利
潤
の
最
も
大
在
る
土
地
場
所
に
、
資
本
家
的
利
潤
の
最
も
大
な
る
構
池
様
式
の
何
宅
主
、
資
本
家
的
利
潤
の

最
も
大
な
る
時
期
に
建
築
を
」
行
ム
の
自
由
主
意
味
す
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
③
勿
論
こ
の
原
則
に
封
し
て
は
同
民
保

州
向
上
・
災
害
防
止
上
・
交
泊
土
・
風
規
上
そ
の
他
諸
種
の
行
政
上
の
理
由
か
ら
制
限
を
加
ム
る
に
至
っ
て
ゐ
る
が
、
然
も
原
則
と
し
て
の

替
利
的
白
山
は
狽
泡
資
本
主
義
心
設
生
時
代
か
ら
枇
曾
民
主
主
義
時
代
E
活
巳
て
-
貫
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
で
か
〈
の
如
き

建
築
白
山
の
原
則
の
下
で
は
資
本
家
は
人
口
が
斡
集
し
て
住
宅
需
要
の
大
友
る
都
曾
地
或
は
そ
の
郊
外
を
建
築
の
場
所
と
し
て
選
び

然
も
生
産
費
の
比
較
的
世
く
他
に
よ
り
よ
き
投
資

u
友
き
時
期
主
選
び
て
家
賃
利
得
の
確
貫
に
し
て
大
な
る
構
浩
平
様
式
の
家
屋
を

建
築
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
が
、
之
が
一
方

ιは
近
代
都
市
の
自
由
な
る
膨
張
主
許
し
た
有
力
在
る
原
閃
で
あ
り
他
方
に
は
近
代
的

左
住
宅
難
(
君
。
百
回
国
間
話
。
同
)
や
住
宅
の
貧
困
(
垣
島
ロ
ロ
ロ
悶
邑

oE)
を
惹
起
し
た
根
本
的
在
る
原
因
で
も
あ
る
。

資
本
主
義

F
の
人
々
の
居
住
を
決
定
す
る
も
の
は
以
上
の
如
き
諸
原
則
に
擁
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸
原
則
の
下
に
あ
ら
は
る

L

居
住
現
象
が
諸
図
に
於
亡
も
多
〈
の
困
難
な
る
枇
曾
・
政
治
・
文
化
問
題

E
生
む
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
特
忙
猫
逸
的
左
顕
著
な

事
情
を
指
摘
す
れ
ば
第
て
前
述
白
如
く
都
都
主
替
利
的
自
向
競
争
に
委
す
れ
ば
、
農
村
が
都
市
に
到
し
て
相
針
的
に
疲
弊
し
て
行

ナ
チ
ス
住
宅
政
策
の
原
理

事
五
十
巻

億
三
披

主王

五



テ
チ
ス
住
宅
政
措
丹
原
理

第
五
十
巻

第一一一観

王
大

〈
は
い
ム
ま
で
も
な
い
が
、
農
村
山
疲
弊
は
乍
然
都
市
に
と
り
て
は
無
関
心
の
問
題
で
は
あ
り
史
友
い
。
査
し
農
村
は
都
市
に
針
し

工
業
原
料
や
市
民
の
食
料
を
供
給
す
る
源
泉
で
あ
り

E
文
部
市
的
製
品
の
販
賀
市
場
で
も
あ
る
。
農
村
の
疲
弊
は
か
〈
て
叉
都
市
の

疲
弊
と
な
ら
ざ
る
を
え
白
川
枇
舎
民
主
主
義
時
代
白
濁
逸
経
済
の
疲
弊
は
人
々
を
し
て
如
買
に
都
市
の
掛
町
民
は
農
村
に
制
限
さ
れ
る

も
の
左
る
こ
と
、
都
市
問
題
は
農
村
問
題
で
あ
り
農
村
問
題
は
都
市
問
題
友
る
と
と
を
認
識
せ
し
む
る
に
室
っ
た
。
第
一
一
に
居
住
移

斡
の
自
由
原
則
の
結
果
は
闘
士
杢
憶
か
ち
み
れ
ば
、
例
之
農
業
地
方
・
工
業
地
方
に
封
寸
る
弊
働
の
配
給
の
均
衡
を
破
る
、
聞
も
ヱ

業
地
に
過
剰
に
し
て
農
業
地
に
過
少
で
あ
る
と
か
、
或
は
大
都
市
に
過
剰
に
し
で
鍵
山
地
方
に
不
足
で
あ
る
と
か
と
い
ふ
現
象
を
生

や
る
o

猪
品
曜
に
於
て
は
己
れ
が
農
業
持
働
の
不
足
大
都
市
人
口
の
過
剰
と
左
つ
で
あ
ら
は
れ
大
都
市
に
英
大
友
る
教
の
失
業
者
を
出

ナ
素
因
を
作
っ
た
。
第
=
一
、
都
市
に
人
口
集
中
の
結
果
は
住
宅
白
不
足
及
び
そ
れ
に
件
ふ
住
宅
地
の
梯
底
止
な
り
て
自
ら
地
代
や
家

貨
を
高
騰
せ
し
む
る
に
至
り
、
地
代
千
家
賃
白
高
騰
は
賃
銀
白
高
騰
を
飴
儀
在
〈
せ
し
め
更
に
は
一
般
物
債
を
騰
貴
せ
し
む
る
。
己

の
一
般
物
債
の
高
騰
は
岡
民
殊
に
下
居
階
級
白
生
活
を
苦
し
め
し
の
み
左
ら
や
輸
出
を
不
利
に
輸
入
を
有
利
に

L
是
等
が
相
錯
綜
し

て
戦
後
茜
し
ぐ
疲
弊
せ
る
濁
逸
経
済
を
復
興
さ
せ
る
障
害
と
恋
っ
て
い
っ
た
。
加
之
、
経
済
恐
慌
が
愈
々
深
刻
と
た
り
て
無
所
得
の

失
業
者
を
五
六
百
寓
も
出
す
に
及
ん
で
は
下
居
階
級
白
住
宅
難
は
狽
逸
図
家
を
揺
ぷ
る
大
問
題
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ー
か
〈

て
第
四
、
家
主
と
借
家
人
・
地
主
と
借
地
人
等
の
枇
舎
的
車
様
が
茶
々
激
成
し
、
そ
れ
が
祉
曾
民
主
主
義
の
奉
中
る
階
級
闘
争
の
理

論
に
か
き
た
て
ら
れ
て
階
級
闘
争
を
激
成
し
た
の
で
あ
る
。
第
五
、
住
宅
跡
思
の
結
果
は
不
良
性
宅
地
匝
へ
人
々
彰
一
螺
集
せ
し
め
或

は
新
し
き
過
密
住
宅
地
匝
を
作
り
そ
れ
が
疾
病
・
犯
罪
・
陰
謀
・
脊
徳
の
淵
叢
と
た
り
、
健
康
の
悪
化
は
都
市
人
口
の
増
加
率
を
著

L
〈
減
巳
て
ナ
チ
ス
を
し
て
都
市
は
寧
ろ
民
族
館
食
的

2
2
E
E
n
S
E
)
一
な
り
と
い
は
し
む
る
程
に
至
り
、
「
図
家
の
細
胞
」
と
し
て



家
族
の
裂
民
主
阻
止
し
、
人
々
の
生
活
感
情
砂
一
憂
陵
に
す
る
住
宅
不
良
は
又
人
々
白
勢
働
の
歓
び
ゃ
希
望
を
失
は
し
め
て
只
管
類
慶

的
社
享
柴
や
文
化
に
入
り
浸
り
て
心
身
を
腐
蝕
せ
し
む
る
に
至
っ
た
。
凡
そ
以
上
の
如
き
が
枇
曾
民
主
主
義
政
機
下
の
住
宅
政
策
で

あ
り
住
宅
文
化
?
あ
っ
た
。
而
し
て
か
h

る
自
由
主
義
的
居
住
現
象
や
住
宅
政
策
陀
件
ム
弊
害
は
潤
遜
に
於
て
も
相
営
に
早
く
か
ら

識
者
に
認
識
せ
ら
れ
、
之
が
改
善
旧
封
策
も
諭
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
自
由
主
義
を
根
本
に
承
認
し
つ
主
そ
の
勢
害
を
漸
進

的
に
改
善
せ
ん
止
し
た
融
合
民
主
主
義
政
治
白
下
に
あ
り
で
は
‘
他
D
総
て
の
政
策
に
於
て
も
岡
山
慌
で
あ
っ
た
が
、
か
主
る
居
住
現
象

忙
到
し
で
も
根
本
的
た
改
革
の
斧
鏡
を
加
ふ
る
と
と
を
た
さ
十
、
事
後
的
に
部
骨
的
に
、
或
は
事
前
的
で
あ
っ
て
も
極
め
て
姑
息
的

「
詮
哩

控
政
策
を
し
か
樹
て
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
否
寧
み
久
し
い
閉
そ
の
枇
合
政
策
は
弊
働
階
級
の
衣

(
5
0
E
E伺
)
と
食
(
白
昼
E
5伺)白

問
題
は
賃
銀
問
題
に
関
聯
し
て
可
た
り
積
極
的
に
論
じ
売
が
、
性
(
君

ozzZ)
の
問
題
は
岡
家
と
し
て
は
積
極
的
に
之
を
取
扱
は
科
、

之
を
私
人
に
委
し
監
替
指
導
は
地
方
回
開
の
臓
分
に
属
す
と
友
さ
れ
て
来
炉
。
之
を
閥
家
的
に
解
決
寸
る
に
非
れ
ば
解
決
白
方
法
九
な

し
と
認
識
す
る
に
至
れ
る
は
枇
舎
民
主
主
義
政
格
の
末
期
で
あ
っ

h
o

F

註
冊
目
潤
謹
で
は
一
八
一
一
一

0
年
代
か
ら
勢
働
者
住
宅
問
題
が
あ
ら
は
れ
か
け
、
一
八
四
八
年
以
後
工
業
の
溌
展
に
つ
れ
て
岱
々
そ
の
問
題
目
大
き
〈
な

り
、
一
八
六

O
年
頃
陀
は
枇
骨
問
題
化
し
た
の
で
ち
る
が
、
悼
宅
内
供
給
は
私
企
業
の
問
題
な
り
と
せ
ら
れ
た
。
-
凡
七

O

七
一
年
に
は
伯

梓
に
大
な
る
住
宅
難
が
現
は
れ
る
に
至

m
常
時
設
立
せ
ら
れ
た
ば
か
"
の
世
守
政
策
且
骨
忠
良
先
に
性
宅
問
題
を
と
可
上
げ
て
脅
ピ
た
。
併
L

住
宅
政
策
は
世
界
戦
苧
前
き
で
は
調
融
的
な
借
家
人
保
護
政
策
を
出
予
な
か
っ
た
。
世
界
職
事
及
世
そ
の
柏
呆
仕
職
前
町
性
宅
朕
態
を
一
序
悪

化
し
た
。
却
ち
戦
争
の
矯
に
職
争
中
住
宅
建
築
部
停
止
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
に
、
職
後
世
賃
銀
中
原
料
の
鴨
貴

-
R築
材
料
品
ヤ
建
築
勢
働
者
の
不

足
宇
田
痛
に
住
宅
円
建
築
が
停
止
股
態
と
な
り
て
一
腎
住
宅
白
不
足
を
大
な
ら
し
め
、
加
之
、
他
方
平
和
締
約
に
よ
り
て
割
取
せ
ら
れ
た
地
方

や
植
民
地
か
の
ら
本
園
へ
の
移
住
者
・
白
系
ロ
シ
ヤ
人
宇
バ
ル
チ
ツ
砂
地
方
及
刊
日
並
蘭
人
の
梓
牲
が
多
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
結
婚
が
癒
晴
L
た

轄
の
事
情
に
よ
り
て
住
宅
内
需
要
を
念
に
な
ら
し
め
た
る
錦
に
愈
々
性
宅
難
を
探
割
な
ら
し
め
た
。
蕊
に
於
て
か
一
九
一
八
年
に
フ

u
u
h
γ
由

ナ
チ
ス
位
宅
政
策
目
原
理

事
五
十
巻

= 

帯
=
一
腕

宝王

七

F.rganz羽田gsband，S. l098-II44参照。
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ナ
チ
ス
住
宅
政
策
の
原
理

第
五
千
各

コ

凹

事
一
一
一
腕

ヨ王
八、

垣
島
ロ
ロ
ロ
噌
唱

EN
が
生
れ
て
、
住
宅
監
督
や
法
規
の
統
一
を
行
ひ
、
土
地
壮
用
中
強
制
編
入
も
法
律
上
可
前
と
な
り
、
小
性
宅
や
公
鋭
的
住

宅
白
建
築
を
促
題
提
闘
す
る
乙
と

L
な
っ
た
。
同
様
白
目
的
の
震
に
一
九
一
八
年
に
は
回
日
間
耳
目
E
P
Z
E
M
m
E
Z
L唱
E
R
が
生
ま
れ
都
巾
掠

接
・
保
健
・
制
服
神
問
題
と
も
闘
聯
し
て
住
宅
問
題
に
凶
家
干
静
の
必
要
な
る
所
以
が
強
制
せ
ら
る
与
に
至
っ
た
。
而
し
て
一
九
二
六
年
に
は

同

E
n
F
Z
F
E島
L
2
巧。
Z

E噌
苫
ヨ
弓
官
官
MOEnvtpE
が
生
れ
て
住
宅
供
時
に
全
国
的
な
聯
絡
と
統
一
を
町
り
出
し
た
。
乍
併
、
住
宅
問

題
は
草
な
る
住
宅
問
固
に
非
L
て
自
由
主
義
世
官
の
棚
構
そ
白
も
自
の
一
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
せ
ら
る
誌
に
至
ワ
で
、
祉
官
政

策
と
し
て
り
住
宅
政
策
は
今
苧
世
合
機
構
捷
草
白
問
題
と
化
せ
ざ
る
を
え
な
〈
な
p
、
聴
て

t
b
鮎
に
於
て
も
世
曾
民
主
主
義
政
治
の
無
龍
行

訪
を
暴
樟
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
?
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
枇
品
開
民
主
主
義
時
代

ω
住
宅
政
策
は
一
国
家
と
し
て
消
極
的
態
度
を
と
り
て
、
私
人
品
、
地
方
岡
惜
の
問
題
と
左
し

に
枇
舎
民
主
主
義
治
下
の
住
宅
政
策
は
地
方
に
よ
り
て
ま
ち
/
¥
に
し
て
何
等
全
閥
的
な
統
一
酬
閥
系
を
有
せ
宇
、
巴
都
市
の
住
宅
問

題
に
就
て
農
村
と
の
開
係
に
線
本
的
注
調
整
を
友
苫
歩
、
四
都
市
の
住
宅
政
策
も
下
居
階
級
殊
に
失
業
者
数
済
政
策
が
主
で
あ
っ
て

一
般
的
友
積
鋭
的
左
政
策
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
か
L
る
住
宅
問
題
に
根
本
的
調
策

E
樹
て
宇
し
で
階
級
闘
争
を
助
長
し
た

る
所
に
愈
々
枇
舎
の
混
飢
沈
滞
・
類
焼
を
深
刻
な
ら
し
め
て
行
っ
た
。
自
由
主
義
的
社
居
住
現
象
千
住
宅
問
題
を
車
に
階
級
闘
争

で
煽
っ
て
み
て
も
何
等
新
政
策
の
創
作
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ナ
チ
ス
が
政
権
獲
得
平
々
園
家
的
な
住
宅
政
策
を
樹
て

L
と
の
岡
氏

的
問
題
。
解
決
を
は
か
ら
ん
と
し
た
の
は
蓋
し
首
然
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
由
。

ーー
ナ
チ
式
住
宅
政
策
の
原
理

寄
人
は
狗
遜
住
宅
問
題
並
び
に
政
策
の
議
長
生
述
ぺ
亡
、
枇
品
開
民
主
主
義
政
権
の
末
期
に
至
る
と
住
宅
問
題
は
闘
家
的
・
岡
氏
的

友
問
題
と
た
り
、
到
底
従
来
の
如
き
政
策
を
以
て
し
で
は
解
決
が
つ
か
阻
欣
態
に
一
』
ち
至
っ
た
と
と
を
述
べ
た
が
、
ナ
チ
ス
は
政
構

獲
得
後
積
極
的
左
岡
家
的
住
宅
政
策
を
樹
て

L
E
の
至
難
左
問
題
の
解
決
に
勇
敢
に
着
手
し
て
今
日
に
友
ん
だ
の
で
あ
る
。
今
、
ナ



• 

チ
ス
住
宅
政
策
の
原
理
を
探
究
す
る
に
、
そ
と
に
は
ナ
チ
ス
的
な
多
く
の
革
新
千
創
造
が
あ
る
。
吾
人
は
銭
述
の
便
宜
の
矯
に
之
を

イ
時
四
族
的
原
理
ロ
女
化
的
原
現
の
一
一
項
に
大
別
す
る
と
と
h
A

す
る

0

4

佳
宅
政
策
に
於
け
る
種
接
的
原
理

ナ
千
ス
革
命
の
根
本
的
日
棋
は
い
ケ
ル
マ
ン
民
族
の
共
同
備
(
〈
。
F印
mm自
g
E
M
O
V
回
目
)
の
建

ω
 

設
で
あ
る
。
市
し
て
民
族
共
同
鰐
瑚
論
の
核
心

E
左
す
も
の
は
血
(
出

E)
と
土
地
(
回
邑
自
)
の
照
明
で
あ
る
。
即
ち
ヂ
ル
マ
ン
の
共

同
憾
と
は
日
ケ
ル
マ

y
白
血
を
う
け
た
も
の
L
P
1
F
T
Y
の
土
地
に
於
け
る
共
同
慌
で
あ
る
。
勿
論
ゲ
ル
マ
ン
人
あ
つ
て
の
共
同
鰐
な

る
故
に
土
地
上
り
も
血
に
よ
り
章
一
き
を
世
く
は
営
然
で
あ
る
a

り河に

h
れ
ら
に
上
れ
ば
、
民
族

(
4巳
r)
は
血
の
結
合
(
国

E
E乱

E
E
Z
E問
。
〈

q
E
E
g
g
S
で
あ
り
種
族
共
同
惜

(mEE開。
E
Eゎ
E
3古
あ
る
。
附
し
て
寸
生
物
的
・
自
然
的
一
億
L
?
e
g四
E
Z

こ
れ
ら
を
給
す
る

宮
内
巨
『
】

50
目
5
2
)
と
し
て
の
民
放
の
生
存
に
は
、
生
活
の
要
件
と
し
て
の
衣
食
住
が
給
せ
ら
れ
ば
友
ら
血
が
、

力
は
貨
に
土
地
に
あ
ふ
。
き
れ
ば
ヂ
ル
マ
ン
民
族
が
生
存
す
る
と
い
ふ
己
と
は
ヂ
ル
マ
ン
人
の
土
地
の
存
在
す
る
己
と
を
前
提
と
左

す
。
乙
の
意
味
に
於
て
ナ
チ
ス
は
民
族
主
又
土
地
共
同
慌
(
国
主

g
m
o
E
S
E
E
P
)
友
り
と
も
よ
ぷ
。

以
上
の
知
書
ナ
千
ス
的
共
同
鱒

明
論
か
ら
み
て
H

ゲ
ル
マ
ン
人
の
血
と
土
地
と
が
如
何
に
頁
要
で
あ
る
か
が
判
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
叉
之
を
種
族
の
存
枯
柏
市
出
展
の

原
哩
と
も
い
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。
世
人
は
先
づ
己
の
種
族
的
原
叫
が
ナ
チ
ス
の
住
宅
政
策
に
如
伺
に
多
く
と
り
い
れ
ら
れ
て
ゐ
る
か

を
以
下
に
述
べ
る
。

い
ナ
チ
ス
共
同
慨
に
於
け
る
血
の
原
則
か
ら
は
、
ザ
ル
マ
ン
の
血
を
痛
や
す
こ
と
印
ち
人
口
哨
殖
と
い
ム
乙
と
h
H
ゲ
ル
マ
ン
人
の

質
白
改
善
印
ち
血
の
純
潔
及
び
健
康
と
い
ふ
と
と
が
要
求
さ
さ
れ
る
圃
「
人
口
問
題
は
民
族
の
問
題
で
あ
り
民
族
の
政
策
(
〈
。

-FTEr)

同
へ
設
五
)

の
同
組
で
あ
り
」
草
な
る
人
口
数
の
問
題
で
な
く
怠
っ
た
。
さ
て
か
や
う
左
血
の
Mm
即
日
や
人
口
政
策
か
ら
性
宅
政
策
に
現
は
れ
た
著

ナ
チ
ス
悼
宅
政
策
の
原
理

棒
五
十
品
官

五
九

三
三
五

第

抗

拙著、ナチス前七骨政策の肝究、 P・円5-158
L. Munz， Jnhrhuch向rSozialpolitik， S目 96.
H. Becker; Die Familie~ S. 158. 
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ナ
チ
ス
住
宅
政
策
の
原
理

博
一
一
一
揖

/、

O 

第
五
十
巻

六

し
き
特
色
は
大
都
市
的
居
住
を
抑
へ
て
農
村
的
居
住
を
奨
励
す
る
勤
に
あ
る
。
蓋
し
従
来
の
統
計
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
都
市
殊
に
大

ヘ
量
六
、

都
市
(
の
2
5
E
A互
に
於
げ
る
人
口
増
加
率
は
農
村
に
比
し
て
暗
唱
に
低
〈
、
然
も
澗
逸
納
入
口
の
大
都
市
に
住
む
割
合
が
続
々
増
加

し
つ

L
U由
討
現
情
か
ら
み
て
濁
逸
人
口
上
白
憂
ふ
べ
き
脅
威
と
左
つ
ナ
一
来
た
か
ち
で
あ
る
@
ナ
チ
ス
が
大
都
市
は
「
民
族
数
食
的
」

(
〈
乙

-
5
P
E耳
目
白
〉
で
あ
る
が
、
農
村
は
「
血
の
源
泉
」

(
E
E
m唱
島
拘
)
で
あ
る
と
注
し
て
向
来
る
だ
け
入
ロ
を
農
村
へ
腕
し
以
て
が
ル
マ

y
人
白
人
口
減
少
を
喰
ひ
止
め
や
う
と
努
力
し
つ

L
あ
る
の
で
あ
る
。

(塁
v
い
ん
雪
白
葉
は
子
供
白
伺
値
と
教
に
畠
炉

司
吾
人
白
目
指
ナ
所
は
膏
々
白
土
地
に
人
口
を
定
住
き
す
る
と
主
に
非
ず
し
て
民
挨

(3-r)
を
創
誼
す
る
に
あ
る
。
調
逸
白
人
口
は
調
塩
田

民
族
で
る
り
血
で
な
け
ね
ば
な
ら
白
c

骨
人
の
劃
内
匝
策
上
白
.
大
冗
な
る
要
求
は
「
子
供
白
尚
血
9少
防
止
の
閲
凪
事
宇
」
(
同
凶
E司BUH1》昆『唱悶唱
mE目
色
骨
0E凶

同
E
角骨凶ぽ何同可司
R
r
m唱
凶
目
閏
巴
「
遺
樽
的
健
康
な
子
孫
白
錦
の
開
且
守
宇
吉
」
(
同
R

芭問
1V民h
E同伶
2岡号v
肉官何
E
回旦島骨。
gロ
Z
里阿
rH謡吉圃

(
詰
六
)
イ
人
口
を
都
市
農
村
別
に
考
察
ナ
h和
刊
ば
貨
に
憂
ム
〈
き
も
白
が
る
る
。
畏
民
(
阿
自
内
骨
凶r4=。ι】

rε〕が
あ
る
範
園
に
於
て
醐
糠
岬
人
口
の
量
激
な
減
出
97を
喰

ひ
止
品
て
ゐ
否
。
即
ち
農
民
に
未
だ
人
口
の
噌
加
部
品
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
試
に
犬
伯
林
り
人
口
四
冒
高
田
中
、
過
去
百
主
十
年
に
於
け

る
農
村
か
ら
白
移
入
者
を
控
除
す
れ
ば
借
に
そ
の
問
宵
寓
人
に
し
か
な
つ
で
品
在
い
白
に

ν
ユ
ワ

T

4

ン
の
農
民
は
一
八

O
O
年
に
七
高
人

な
り
し
が
一
九
O
O年
に
は
五

O
高
人
と
な
ワ
て
ゐ
答
。

(
註
七
)
調
泡
総
人
同
白
中
、
一
八
七
O
年
に
は
玉
河
が
、
一
九
三
五
年
に
は
こ
七
芹
が
大
都
市
に
住
U
V
。

口
白
僅
に
五
声
、
そ
れ
が
一
九
二
五
年
に
は
大
都
市
教
団
主
総
人
口
白
一
一
七
が
を
占
む
叫

一
八
七
一
年
凋
題
帝
闘
内
に
大
都
市
八
全
人

ヂ
ル
マ

y
白
血
の
純
潔
と
い
ふ
酷
か
ら
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
に
於
て
は
矢
張
大
都
市
的
居
住
を
在
る
べ
〈
抑
制
し
ゃ
う
と
す
る
。
ナ

(
設
へ
)

チ
ス
政
樺
は
組
制
逸
園
民
〔
m
Z
E岳
民
円
唱
る
と
し
て
の
他
民
族
と
の
結
婚
や
性
的
交
渉
を
禁
じ
た
る
が
故
に
今
日
は
犬
都
市
に
於
て
も
濁

逸
国
民
の
資
格
を
喪
失
せ
ざ
る
限
り
他
民
族
と
の
混
血
は
法
律
上
は
行
は
れ
え
左
〈
た
っ
た
が
、
従
来
枇
合
民
主
主
義
的
左
閥
際
主

• 

13) 、，v.Gehl， Der nationalsozialistische Staat S. 15 
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15) 16) W. Gehl， a. a. O. S. 70-71 
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義
的
思
想
の
盛
た
り
し
時
期
に
は
都
市
殊
に
大
都
市
に
於
て
は
他
民
旗
就
中
猶
太
人
と
の
遁
婚
が
相
営
に
多
く
行
は
れ
た
.
と
の
賄

に
於
て
は
農
村
で
は
従
前
か
ら
も
他
民
族
と
の
結
婚
も
少
く
、
都
布
に
比
し
て
遥
か
に
血
の
純
潔
生
保
っ
て
来
た
わ
け
で
あ
る
。
ナ

チ
ス
が
血
の
純
潔
の
原
一
埋
か
ら
み
て
も
、
農
民
的
血
を
殖
や
さ
う
と
す
る
忙
至
っ
た
の
は
営
然
で

h
h
o
過
去
に
於
て
都
而
の
血
が

比
較
的
多
く
濁
さ
れ
て
来
た
の
み
な
ら
宇
、
今
日
に
於
て
も
都
市
殊
忙
大
都
市
に
あ
り
で
は
農
村
に
比
す
れ
ば
遥
か
に
多
く
他
民
族

と
の
混
血
の
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
み
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ナ
チ
ス
が
大
都
市
的
居
住
を
抑
へ
て
農
村
的
居
住
を
奨
む
る
所
以
も
亦
己
主

に
あ
る
。

〔
註
九
)
ナ
チ
ス
は
い
ふ
。
吾
人
民
族
を
他
民
族
四
血
の
侵
入
中
混
龍
か
ら
防
護
す
る
こ
と
は
背
に
肱
策
的
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
又
白
蛇
的
な
道
義

に
協
ふ
超
時
代
的
措
則
に
よ
る
構
利
一
で
あ
り
義
務
で
あ
る
。
・
吾
人
は
創
益
者
(
凹
岳
守
P
4
0
意
志
田
下
に
寄
人
を
保
護
し
以
て
創
症
者
白

め

呆
し
た
任
務
を
呆
さ
ん
と
ナ
h
o

会
弐
に
健
康
白
維
持
と
い
ふ
己
主
が
、
血
の
原
理
印
ち
人
口
白
増
殖
か
ら
も
賂
又
人
目
白
質
の
改
善
h
ら
も
大
切
在
る
己
と
は
言
ム

ま
で
も
非
る
が
故
に
、
ナ
チ
ス
は
住
宅
政
策
に
於
て
又
己
の
貼
を
特
に
考
慮
し
て
ゐ
る
a

例
之
、
子
供
の
養
育
上
従
来
か
ら
叫
ば
れ

居
り
し
か
の
子
幅
者
の
貧
民
に
部
屋
数
多
昔
住
宅
主
供
給
す
る
己
と
の
必
要
が
一
居
強
調
せ
ら
る
i
h

に
至
一
ツ
丸
。
又
、
不
良
住
宅
は

生
活
感
情
を
憂
慢
に
し
心
身
の
健
康
を
害
し
そ
れ
が
延
い
て
思
想
悪
化
の
囚
と
な
る
己
と
を
特

ι前
時
代
り
経
験
上
之
を
明
に
し
た

る
錦
、
都
市
に
於
け
る
過
密
住
居
地
帯
主
撤
廃
し
、
個
々
の
家
屋
の
構
壇
上
は
勿
論
家
屋
の
周
聞
に
田
閥
的
自
然
的
保
件
を
多
く
裏

む
己
と
を
方
針
と
し
で
所
謂
小
植
民

R
E
P
S
R
d
z目
)
を
多
く
設
定
す
る
に
至
っ
た
。

そ
の
他
通
勤
上
白
時
間
空
費
や
不
必
要
友
疲

曲
P
E符
〈
鋳
陀
曲
目
働
者
住
居
地
帯
主
工
場
に
接
近
せ
し
む
る
の
方
策
、
住
宅
の
閑
静
E
他
の
騒
普
か
ら
妨
げ
ら
れ
ざ
る
矯
に
個
々
の

チ
チ
ス
住
宅
政
策
向
原
理

第
五
十
巻

= 
七

帯一一一瞬

ノ、

潤逸
W~ Gehl， a. a. O. S. 23・
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ナ
チ
ス
性
宅
政
策
町
原
四

第
五
十
巻

第一一一蹴

六

コ
一
三
八

付
宅
を
な
る
べ
く
分
散
せ
し
む
る
如
き
或
は
工
揚
の
美
化
運
動
な
ど
も
附
記
す
べ
き
と
と
で
あ
ら
う
@

日
次
に
士
地
の
阪
市
制
か
ら
す
る
住
宅
政
策
へ
の
根
本
的
決
水
は
が
ん
マ
ン
人
主
回
ワ
ル
マ
ン
の

J
地
に
根
生
ひ
一
(
〈
0
2
5
0
7
5
m
z

訓

1

5
ロ
聞
の
宮
目
当
日
件
骨
自
国
邑
o
b
)

さ
せ
や
ろ
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
こ
の
凶
民
主
上
地
に
根
生
ひ
さ
す
即
ち
同
氏
を
け
ゲ
ル
マ
ン
の

t
地ん一

結
ぼ
う
と
い
ふ
と
と
は
一
う
に
は
血
の
原
理
が
土
地
の
原
迎
と
端
接
不
離
の
闘
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
ク
ル
マ
ン
の
血
は

H

ゲ
ル
7

ン
の
土
地
忙
よ
り
て
育
て
ら
れ
る
。
以
ワ
ル
マ
ン
人
に
衣
・
食
・
住
を
供
す
る
も
の
は
ゲ
ル
マ
ン
の
土
地
で
あ
る
。
さ
れ
ぽ
以
ワ
ル
マ
ン

人
が
日
ク
ル
マ
ン
の

K
地
巳
結
ぼ
れ
る
己
と
は
日
ゲ
ル
マ
ン
人
の
生
作
確
保
内
根
本
保
件
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
が
土
地
に
結
ぼ
れ
る
と

と
は
種
鉄
的
生
存
に
絶
剥
に
必
要
で
あ
り
大
地
か
ら
遊
離
さ
れ
る
己
と
は
ヂ
ル
マ
ン
人
の
生
活
の
遊
離
を
意
味
す
る
。
乙
れ
ナ
チ
ス

苦
綱
領
(
均
一
)
に
高
ら
か
に
「
万
人
は
す
民
族
長
養

(
F
F
E
m
)
品

刺

人

口

の

君

主

(
E
E」(問。
rzE)を
要
求
し
」

て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
が
岡
民
主
土
に
結
ぼ
う
と
す
る
の
は
こ
れ
の
み
に
止
ら
ね

3

土
地
・
自
然
は
柴
養
の
み
友
ら
中
精
紳

の
母
艦
で
も
一
あ
る
。
日
ケ
ル
マ
ン
精
神
と
は
ヂ
ル
マ
ン
の

l
と
自
然
と
に
よ
り
て
育
て
ら
れ
た
魂
の
こ
と
で
あ
る
。
リ
ゲ
ル
マ
ン
の
士
郎

ち
野
や
山
中
森
や
川
ゃ
を
離
れ
て
が
ん
マ
ン
の
生
活
も
従
っ
て
精
一
川
も
な
い
の

E
あ
る
3

ナ
チ
ス
は
農
民
魂
己
モ
ザ
ル
マ
ン
払
で
あ

る
と
た
す
の
も
と
の
意
味
に
於
て
で
あ
り
、
リ
ケ
ル
マ
ン
精
一
川
に
蹄
る
と
い
ふ
己
と
は
土
に
腕
る
己
と
で
あ
り
農
民
的
友
生
活
に
帥
る

ー
と
い
ム
己
左
で
あ
る
。

貨
に
綿
て
の
圃
民
に
土
地
を
給
し
総
て
の
同
氏
を
農
民
的
に
な
ら
し
む
る
己
と
は
願
は
し
き
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
A
7
円
の
固
民
生
活
の
構
成
上
不
可
能
屯
な
る
が
故
に
、
せ
め
て
住
宅
を
出
来
る
だ
け
土
地
に
結
ぼ
う
と
い
ム
D
が
ナ
千
ス

の
政
策
で
あ
る
。
高
唐
家
屋

2
E
Eと
主
り
平
家
建
(
司
F
o
r
t
E
)
主
義
を
と
り
、

大
都
市
的
住
宅
よ
り
も
農
村
的
な
内
地
植
民

{印

-EH百
聞
)
主
義
を
と
り
つ
ta
あ
る
の
も
か
A
る
根
岬
醜
か
ら
で
あ
る
。
か
や
う
な
土
地
白
原
理
か
ら
附
設
す
る
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
を
明

Deut.schr Bericht fdr die Kommi刷 onIII. S. 32新調諮問家大系、第一巻、
p. 253 
拙著、前掲書、 p.155-6 
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-註一

O』

に
す
る
鋳
に
更
に
進
ん
で
ナ
チ
ス
の
地
域
秩
序

(
F
E
S
H白
書
出
巴
又
は
農
村
計
書

(
E
t
E
1
5
5関
)
を
遁
ペ
ね
ば
な
ら
血
。

ナ
チ
ス

時
代
に
至
り
て
新
に
唱
ひ
出
さ
れ
た
る
己
の
一
地
域
秩
序
文
は
農
村
計
霊
の
思
想
は
、
自
由
主
義
的
友
産
業
立
地
論
(
耳
目
己
主
mp向。
E)

や
姑
息
的
危
都
市
計
書
諭
h
T
内
抽
杭
児
論
を
止
揚
し
て
、
ナ
チ
ス
的
民
族
政
策
の
立
場
か
ら
闘
士
を
統
一
的
に
最
も
合
叫
的
・
経
済

mu 

的
に
利
用
し
ゃ
う
と
い
ふ
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
?
あ
る
。
之
に
よ
れ
ば
農
業
地
工
業
地
・
都
市
・
農
村
・
住
宅
地
・
保
義
地
・
工
場

等
を
国
家
政
策
の
必
要
に
舷
じ
で
合
理
的
に
配
分
し
ゃ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
住
宅
地
も
亦
か
や
う
在
地
域
文
は
凶
土
計
書

の
立
揚
か
ら
設
定
せ
ら
れ
、
従
来
の
如
く
私
人
の
自
由
な
る
設
定
に
委
せ
ら
れ
泣
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
郎
ち
ナ
チ
ス
政
策
は
こ
の

地
域
秩
序
の
下
に
計
義
的
・
組
織
的
に
図

N
E土
地
に
根
生
ひ
さ
せ
ゃ
う
と
し
つ
i
A

あ
る
の
で
あ
る
。

(註一

O
)
髄
域
科
序
(
列
島
E
2仏
ロ
戸
口
問
)
白
目
的
は
凶
民
白
金
生
前
を
民
族
ー
と
国
家
と
の
生
活
に
ふ
さ
は
し
き
形
慨
に
耽
序
付
け
る
弓
主
、
障
に
不
健

康
な
閥
尻
閉
会
合
理
的
な
計
輩
を
以
て
除
〈
に
あ
U
。

)

〕

回

誌

に

文

化

と

は

政

義

に

解

す

る

も

の

に

し

て

更

に

之

を

い

経

済

的

原

理

ろ

枇

合

的

原

理
由
文
化
(
挟
義
J

的
原
埴
の
各
項
に
分
ち
て
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
と
れ
ら
の
諸
原
理
主
説
明
す
る
で
あ
ら
う
。

似
性
宅
政
策
に
於
け
る
粧
品
川
的
版
辺
、
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
は
会
経
済
政
策
の
重
要
な
る
一
部
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
第
一
に

住
宅
政
策
は
持
働
力
の
養
成
ム
」
結
び
つ
く
。
ナ
チ
ス
経
怖
政
策
は
枇
品
開
民
主
主
義
時
代
の
如
く
分
配
に
草
を
置
か
や
生
産
を
中
心
と

住
宅
政
策
に
怠
け
る
文
化
的
原
理

左
し
で
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
生
産
政
策
の
偶
に
は
先
づ
岡
山
A

的
な
狩
働
力

ω
務
長
生
岡
ら
ね
ば
な
ら
血
。
労
働
力
の
設
展
に
は

持
倒
人
口
の
増
殖
と
い
ム
こ
と
と
個
々
の
労
働
能
力
の
質
的
向
上
と
い
ふ
二
つ
の
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
も
岡
氏
に
健
康
在
る

住
宅
を
興
ム
る
に
よ
り
で
始
め
て
可
能
で
あ
る
a
狭
院
不
潔
在
る
住
居
は
人
々
の
弊
働
の
意
志
十
能
力
主
殺
町
、
生
殖
意
志
も
失
は
礼

億
五
十
巻

ナ
チ
ス
性
宅
政
策
目
標
理

九
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ナ
チ
ス
住
宅
政
策
の
厩
理

第
五
十
巻

第

世

六
回

四
O 

且
又
育
児
主
著
し
く
妨
げ
る
こ
と
を
ナ
チ
ス
は
よ
〈
認
識
し
て
ゐ
る
@
第
一
一
に
住
宅
政
策
は
労
働
白
地
方
的
・
産
業
的
配
給
と
結
び

ナ
チ
ス
は
民
肢
の
自
給
自
足
政
策
の
立
場
か
ら
、

(
Z
E
5
1ロ
E
k
p
m
Z
E
Eと

h
り
と
い
ふ
根
本
原
則
E
樹
て

L
ゐ
る
。
か
く
し
て
猪
逸
民
族
自
生
存
の
矯
に
は
主
士
同
時
に
一
農
業

っ
く
@

経
済
的
に
は
工
業
に
偏
せ
宇
「
潤
通
園
は
工
業
図
に
し
て
農
業
図

そ
の
他
各
般
の
産
業
を
必
要
と
左
す
の
で
る
る
が
、
こ
れ
ら
に
劃
し
て
持
働
力
主
配
給
す
る
と
と
が
そ
れ
ら
の
廃
業
成
立
の
前
提
で

あ
る
か
ら
持
働
の
圏
家
的
配
給
の
必
要
を
生
宇
る
の
で
あ
る
が
、
夫
が
と
り
も
直
さ
や
住
宅
問
題
と
た
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ

ス
住
宅
政
策
が
持
働
の
配
給
と
如
何
に
密
接
に
結
ぼ
れ
て
ゐ
る
h
は
、
新
し
き
内
地
植
民
・
農
村
・
住
宅
・
工
揚
住
宅
・
鑓
夫
住
宅
建
設

等
に
就
て
論
ぜ
ら
れ
で
ゐ
る
所
に
よ
り
て
も
又
そ
れ
ら
の
寅
際
に
よ
り
て
も
明
か
左
り
で
あ
り
、

住
所
(
耳
。
F
E
Z
)
と
持
働
揚
所

{krESEN)
と
の
合
理
的
秩
序
は
か
れ
ら
の
地
域
秩
序
完
E
E
Z
E
E
m
)
白
重
要
注
る
課
題
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
前
政

植
時
代
に
表
頚
L
て
ゐ
た
農
業
を
悶
復
す
る
潟
に
、
農
村
人
口
を
村
に
抑
習
せ
ざ
る
べ
か
ら
宇
と
し
て
農
村
の
不
良
住
宅
E
改
善
し

つ
h
あ
る
が
如
き
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
之
と
関
聯
し
て
述
ぶ
べ
き
と
と
は
、
工
業
分
散
に
伴
ふ
持
働
人
口
の
居
住
地
の
問
題

で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
大
都
市
の
過
度
友
人
口
膨
脹
を
抑
へ
且
叉
農
業
の
工
業
化
の
矯
に
、
更
に
は
園
防
上
の
見
地
か
ら
、
工
業
白
地

方
分
散
を
行
つ
で
ゐ
る
が
、
住
宅
政
策
は
又
こ
の
分
散
さ
る
h

工
業
に
祭
働
を
供
給
す
る
目
的
を
以
て
注
さ
れ
つ
a
A

あ
る
。
次
に
剖

ち
第
三
に
住
宅
政
策
は
低
賃
銀
及
び
低
物
債
政
策
と
結
び
つ
ぐ
。
ナ
チ
ス
由
低
賃
銀
及
び
低
物
債
政
策
は
種
々
の
経
済
的
理
由
郎
ち

財
政
三
策
・
貿
易
政
策
a

生
産
政
策
・
枇
曾
政
策
等
か
ら
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
叉
社
合
的
・
文
化
的
理
由
か
ら
も
来
て
ゐ
る
。
民
族
闘

争
論
か
ら
同
褒
す
る
か
れ
ら
の
政
策
に
は
絃
済
政
策
の
外
忙
質
朴
・
剛
健
・
簡
素
を
向
び
意
志
主
義
に
よ
る
訓
練
を
も
重
要
硯
し
て
ゐ

る
の
で
る
る
が
、
経
済
政
策
的
見
地
の
み
か
ら
み
て
も
労
働
者
に
質
揮
は
許
さ
れ
や
と
な
L
て
ゐ
る
。
即
ち
調
泡
÷
の
現
欣
か
ら
す
れ

正王 Becker~ a. a. O. S. 166. 24) 



ぽ
低
賃
銀
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
白
で
あ
る
が
、
か
h

る
小
所
得
者
に
合
理
的
な
小
住
宅
を
供
給
す
る
こ
と
が
持
働
者
住
宅
問

題
の
中
心
を
た
し
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。

日
目
住
宅
政
策
に
於
け
る
枇
合
的
原
理

ナ
チ
ス
白
住
宅
政
策
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
枇
曾
的
原
理
の
第
一
は
一
粧
品
開
の
平
和

(FN阿佐叫

F
E
O
)
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
民
族
闘
争
の
理
論
に
よ
り
て
園
内
的
に
は
事
図
一
致
の
惜
制
主
左
ら

L
め
で
階
級
闘
争
を

断
歴
終
姐
せ
し
む
る
に
至
っ
た
e

而
し
て
か
れ
ら
は
階
級
の
封
立
・
闘
手
は
衣
食
住
の
如
昔
基
本
的
生
活
保
件
に
於
け
る
著
し
き
階

級
的
差
別
に
由
る
己
と
極
め
て
犬
な
る
も
の
が
あ
り
、
殊
に
枇
舎
民
主
主
義
政
権
末
期
に
み
た
る
如
昔
劣
悪
な
る
住
宅
闘
係
が
階
級

闘
争
を
激
成
し
た
己
と
に
鑑
み
て
、
枇
合
平
和
白
有
力
な
る
要
因
と
し
て
住
宅
問
題
の
解
決
を
目
指
し
て
来
た
の
で
あ
り
、
住
宅
白

需
給
ん
の
調
節
、
大
都
市
に
於
け
る
過
密
住
居
。
改
善
、
住
宅
の
分
散
等
が
総
て
己
の
現
は
れ
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
は
第
二
に

身
分
的
批
舎
秩
序
の
思
想
を
と
り
入
れ
る
。
ナ
チ
ス
政
策
は
産
業
の
僅
系
を
樹
つ
る
と
共
に
、
そ
白
産
業
に
従
事
す
る
人
々
の
枇
曾

的
た
秩
序
・
健
系
を
樹
て
た
。
職
業
的
身
分
(
国
O
E
P
E
E
)
或
は
峨
業
身
分
的
秩
序

2
2
E
E
a
ω
V
O
G
E
E品
)
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
農
民
は
農
民
と
し
て
園
民
に
柴
養
を
供
給
す
る
特
種
白
使
命
を
負
ム
職
業
身
分
階
級
を
構
成
し
、
鏑
夫
は
又
園
家

の
鎖
業
政
策
を
推
賞
す
る
特
種
白
鎖
夫
的
身
分
階
級
を
、
モ
白
他
憾
で
の
産
業
に
従
事
す
る
人
々
は
各
々
特
定
の
産
業
上
の
使
命
を

負
は
さ
れ
、
従
っ
て
又
モ
の
使
命
を
果
す
潟
に
は
人
々
は
各
特
定
の
職
業
的
た
祉
曾
的
身
分
を
附
奥
せ
ら
れ
確
保
せ
ら
る
h

の
で
あ

る

か
L
る
身
分
印
ち
地
位
や
待
過
は
決
し
て
寓
人
一
様
で
る
る
べ
き
で
は
友
い
。

ナ
チ
ス
は
前
政
権
時
代
の
如
〈
高
人
白
機
械

的
・
劃
一
的
主
平
等
主
説
く
が
如
き
は
祉
曾
白
自
然
的
髄
系

ι相
反
す
る
も
白
で
あ
り
、
種
々
の
産
業
に
よ
り
て
支
持
せ
ら
る
L
複

雑
た
る
枇
曾
に
於
て
は
、

各
々
昼
一
れ
る
園
家
的
・
一
枇
舎
的
峨
分
を
分
権
す
る
多
様
白
身
分
階
級
に
よ
り
て
構
成
せ
ら
る
九
階
級
的

4
7

チ
ス
住
宅
政
策
白
原
理

事
五
十
巻

四

第
三
貌

六
五



ナ
チ
ス
住
宅
政
靖
白
原
理

俸
五
十
巻

= 
凹

第

齢

六
六

2
5町
民
岳

EVO)
た
或
は
立
摺
的
た
枇
舎
己
そ
合
理
的
た
且
つ
自
然
的
な
枇
曾
秩
序
友
り
と
た
す
の
で
あ
る
。
か
h

る
立
揚
は
人
々
白

住
む
住
宅
に
も
身
分
的
原
理
を
加
へ
ん
と
す
る
。
邸
中

h

ノ
鍛
夫
に
は
鈴
夫
ら
し
き
農
民
に
は
農
民
ら
し
き
持
働
者
に
仕
掛
費
働
者
ら

L
昔

中
小
階
級
に
は
中
小
階
級
ら
し
き
住
宅
を
供
給
す
る
己
と
を
枇
合
的
任
務
友
り
と
た

L
、
前
時
代
の
如
く
階
級
闘
争
雫
義
か
ら
の
住

宅
白
平
等
的
要
求
を
打
破
せ
ん
と
す
る
D
で
あ
る
。
第
三
は
右
の
第
一

だ
け
自
己
の
家
(
回
開
0
5
2自
)
に
住
ま
し
む
る
己

'
E
E理
想
と
友
判
。

-
第
一
と
も
関
聯
す
る
が
、
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
で
は
出
来
る

自
己
の
家

E
所
有
す
る
と
と
に
よ
り
て
一
に
は
家
主
と
借
家

人
と
の
階
級
闘
争
を
解
消
す
る
の
み
左
ら
や
、
人
々
に
郷
土
(
同
E
5
3
や
国
家
に
針
ず
る
愛
着
を
大
社
ち
し
む
る
。
都
市
h
ら
都
市

へ
と
流
れ
て
あ
る
く
労
働
者
は
郷
土
を
有
せ
ぬ
(
富
岡
田
色
E
)
の
で
あ
り
、

と
れ
こ
そ
彼
等
を
無
責
任
に
し
利
己
的
に
し
非
闘
民
的

き
れ
ば
人
々
殊
に
弊
働
者
を
郷
土
(
国
g
E
V
o骨
回
)
に
結
ば
う
と
い
ふ
の
が
か
れ
ら
の
政
策
な

の
で
あ
る
。
更
に
ナ
チ
ス
は
家
屋
の
最
上
の
管
理
者
と
な
す
に
は
家
屋
を
自
己
の
家
と
注
す
と
と
に
あ
か
。
家
屋
は
丁
重
忙
管
理
せ

に
注
す
も
の
と
ナ
チ
ス
は
考
へ
る
の

ら
る
h
A

に
よ
り
て
保
存
に
耐
へ
園
民
経
済
上
の
利
ハ
盛
大
な
る
の
み
た
ら
宇
、
人
々
の
生
荊
感
情
を
壁
に
し
生
活
に
自
主
と
満
足
を
奥

へ
そ
れ
が
園
民
枇
舎
を
平
和
に
た
ず
に
至
る
。
ナ
チ
ス
が
か
干
う
友
立
揚
か
ら
簡
素
友
小
住
宅
の
供
給
を
住
宅
政
策
の
中
心
に
置
い

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
但
し
総
て
の
人
に
自
己
の
家
を
供
給
す
る
と
い
ふ
と
と
は
到
底
直
ち
に
賓
現
し
え
ら
れ
ぎ
る
所
在
る
が
故
に
、

国
民
住
宅
(
〈
。
F
Z
o
r
E
a問
)
と
し
て
大
衆
の
潟
の
貸
長
屋
の
建
設
や
中
小
階
級
の
鵠
め
の
階
居
建
を
も
亦
併
せ
行
っ
て
ゐ
る
。
第
四

に
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
は
家
族
生
活
の
保
護
主
特
に
考
慮
に
入
れ
る
。
ナ
チ
ス
は
種
々
の
理
由
、
例
之
、
社
合
的
相
互
扶
助
・
園
民
精

紳
訓
練
等
か
ら
も
家
族
生
活
主
隼
重
す
る
に
至
っ
た
が
、
彼
等
白
血
白
原
瑚
特
に
人
口
増
殖
政
策
か
ら
家
族
生
活
の
保
護
を
貫
要
問

し
来
担
、
家
族
は
「
闘
家
の
細
胞
」
で
る
り
「
血
白
流
れ
と
血
に
忠
貨
な
る
道
徳
の
守
護
者
」
(
出

Z
R
F
5
5
骨
ニ
w
E
E
E
E
m
m
E島
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寄
与
2
0ロ
阻
止
お
)
在
仰
と
な
し
て
ゐ
る
。
か
や
う
左
立
場
か
ら
自
ち
「
生
め
主
殖
や
せ
主
L
D
政
策
を
と
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
就
て

は
従
来
か
ら
貧
乏
な
子
稿
者
に
部
屋
敷
の
多
い
住
宅
が
供
給
せ
ら
れ
た
か
っ
た
と
と
が
重
大
友
る
快
陥
と
在
さ
れ
て
ゐ
た
。
ナ
チ
ス

が
と
の
快
陥
を
計

4

量
的
に
怖
は
ん
と
し
つ

L
あ
る
と
と
は
先
に
も
鯖
れ
し
如
く
で
あ
る
。
第
五
に
流
一
ぶ
べ
き
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
の
駐

合
的
原
迎
は
、
都
市
と
農
村
と
に
於
け
る
住
宅
闘
係
の
均
衡
を
は
か
る
と
い
ム
己
と
で
あ
る
o
従
来
農
民
が
離
村
し
て
都
市
に
流
れ
込

ん
だ

ω
に
は
農
村
出
窮
迫
そ
の
他
種
々
の
理
由
も
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
は
農
村
に
於
け
る
住
宅
白
不
良
か
ら
来
る
生
活
感
情
の
憂
欝
・

回
蹴
迫
に
針
し
て
都
市
住
宅
の
明
朗
・
快
的
が
大
た
る
吸
引
力
と
取
っ
て
ゐ
る
と
と
を
認
め
、
農
民
を
農
村
に
抑
留
し
大
都
市
の
膨
脹

を
抑
止
す
る
(
〉
昆
2
r
2
5四
骨
円
ロ
3
5
E
E〕
の
政
策
を
遂
行
せ
ん
に
は
、

農
村
住
宅
の
改
善
を
必
要
か
く
べ
か
ら
ざ
る
己
正
ム
友

し
て
ゐ
る
。
即
ち
ナ
チ
ス
は
従
来
の
如
き
自
由
主
義
的
な
都
市
と
農
村
と
の
生
活
環
境
の
懸
隔
を
克
服
し
て
均
衡
あ
る
都
郁
闘
係
を

資
ら
さ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
る
り
、
住
宅
政
策
の
上
に
も
と
白
岡
土
の
全
般
的
統
制
が
反
映
し
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。

(は〕
佐
e>  
-b 
政
策
I亡
五号
け
よ7
d 

文
化
的
Z央
義

原
Z型

己
の
方
面

ι於
て
ナ
チ
ス
の
佐
宅
政
策
は
第
一
に
は
精
一
肺
主
義
と
結
び
つ
〈
。
ナ

チ
ス
が
精
一
岬
主
義
主
強
制
す
る
の
は
一
に
は
前
時
代
の
唯
物
主
義
の
弊
に
懲
り
た
る
震
で
も
あ
る
が
、
他
に
は
叉
共
同
開
主
義
や
民

族
闘
争
主
義
は
首
然
に
精
榊
主
義
主
要
求
す
る
と
と
は
言
ム
ま
で
も
な
い
。
蓋
し
個
以
上
の
全
鵠
を
考
ム
る
共
同
胞
の
建
設
に
は
深

き
精
一
川
的
自
魔
友
か
る
べ
か
ら
宇
、
叉
他
民
族
と
の
闘
争
に
は
熱
烈
在
る
愛
凶
心
や
盟
組
た
る
意
士
山
が
た
け
ね
ば
た
ら
む
か
ら
で
あ

る
。
更
に
又
ナ
チ
ス
の
高
唱
す
る
ヂ
ル
マ
ン
文
化
の
創
遣
に
も
精
一
脚
主
義
白
強
調
せ
ら
る
ミ
は
営
然
で
あ
る
。
か
や
ろ
友
精
一
柳
主
義

の
立
揚
か
ら
図
氏
。
消
費
生
活
の
一
大
部
門
た
る
住
宅

ι就
て
も
物
質
的
な
豪
華
や
者
修
を
排
し
て
、
精
帥
生
活
を
左
ず
に
ふ
さ
は

許

し
き
簡
素
に
し
て
合
迎
的
在
梼
訟
を
理
想
と
た
す
。
ナ
チ
ス
は
日
ク
ル
マ

y
大
岡
家
の
建
設
と
い
ム
大
理
想
を
目
指
し
て
、
そ
の
鴬
に

ナ
チ
ス
住
宅
政
晴
町
田
開

弾
五
十
巻

=一回=一

傍

観

プミ

七
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策
五
十
巻

平
素
か
ら
図
民
主
闘
一
却
?
と
困
苦
と
に
耐
へ
う
る
様
に
鍛
練
せ
ん
と
す
る
も
白
に
て
、
己
れ
が
他
心
経
消
的
・
祉
曾
的
諸
理
由
。
支
持

ナ
チ
ス
住
宅
政
靖
円
原
理

=
一
四
回

第
三
捜

六
八

を
も
う
け
て
住
宅
政
策
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
は
農
民
的
文
化
白
隼
重
と
結
ぼ
れ
る
J

既
に
遁
ぺ
し

如
く
ナ
チ
ス
は
農
民
が
ヂ
ル
マ
ン
精
一
川
を
最
も
純
特
に
停
へ
て
ゐ
る
も

ω
と
一
な
し
て
ゐ
る
。
即
ち
ナ
チ
ス
は
ゲ
ル

T

V
精
神
は
ヂ
ル

マ
ン
白
自
然
白
下
に
生
活
の
震
に
闘
っ
た
農
民
D
魂
で
あ
り
、
か
れ
ら
農
民
白
素
朴
・
純
真
・
勤
勉
・
節
約
愛
・
郷
心
・
愛
図
心
等
は
、
今

日
リ
ゲ
ル
マ

ν
共
同
館
主
建
設
す
る
に
首
り
て
D
不
可
快
白
基
本
的
精
紳
な
り
と
し
て
之
主
高
く
評
償
す
る
と
共
に
、
他
周
に
は
h
o

園
際
的
・
物
質
的
・
技
工
的
・
享
掛
端
的
な
都
市
殊
に
大
都
市
文
化
主
排
し
で
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
新
し
雪
住
宅
政

策
に
は
出
来
る
だ
け
農
民
的
農
村
的
要
素
を
と
り
入
れ
や
う
と
し
℃
ゐ
る
。
ナ
チ
ス
に
よ
れ
ば
か
や
う
な
住
宅
政
策
は
決
し
て
反
動

に
井
や
し
て
、
グ
ル

7
v
的
侍
統
を
牟
重
し
ヂ
ル

Y

Y
的
文
化
の
創
造
と
い
ム
民
族
的
要
求
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
ゲ
ル
マ

y

人
は
由
来
森
白
子
と
い
は
れ
自
然
主
愛
好
す
る
性
癖
が
特
に
強
い
。
己

ω
園
民
の
停
統
的
要
求
に
ふ
さ
は
し
き
住
宅
闘
係
を
創
る
己

と
は
ゲ
ル

7

y
文
化
に
返
る
己
と
で
あ
り
、

民
族
共
同
館
白
血
や
土
地
白
原
理
と
も
一
致
す
る
所
で
あ
る
と
注
す
。

ナ
チ
ス
は
い

ふ
。
園
民
主
巾
「
農
民
的
な
ら
し
む
る
の
が
そ
の
埋
想
で
あ
る
と
。
第
三
に
ナ
チ
ス
住
宅
政
策
で
は
正
し
き
文
化
を
創
誼
す
る
の
要
件

と
し
て
人
聞
の
保
設
を
多
く
考
慮
し
て
ゐ
る
。
ナ
チ
ス
は
枇
曾
民
主
主
義
時
代
に
は
唯
物
主
義
・
資
本
主
義
に
悶
は
れ
て
機
械
や
設

備
が
大
切
に
せ
ら
れ
た
が
人
聞
の
保
護
が
軽
ん
ぜ
ら
れ
た
り
と
悲
し
、
労
働
人
間
及
び
そ
の
家
族
の
踊
利
を
第
一
と
在
す
べ
し
・
と
い

い
M
o

か
札
ら
が
「
健
全
な
る
精
神
は
健
会
左
右
身
鰹
に
宿
る
」
(
H
a
内

E
3
唱

E
E
g
r官
官
『

4
9

理
左
り
と
し
、
文
化
の
創
造
に
は
滋
刺
た
る
肉
憶
を
作
る
己
と
を
か
く
べ
か
ら
十
と
注
ナ
。
同
し
て
住
宅
に
か
h
る
人
間
的
左
翼
求

を
定
さ
せ
う
と
す
る
の
は
人
々
白
日
常
の
自
由
時
間
白
大
部
分
は
佐
宅
で
過
さ
る
a
ぬ
か
ら
で
あ
り
、
殊
に
弊
働
の
後
の
休
養
や
慰
安
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に
は
住
宅
は
至
大
の
閥
係
を
も
っ
、
問
時
代
に
方
フ
ェ
ー
や
荷
揚
忙
頼
廃
的
文
化
の
醗
酵
し
た
の
も
、
弊
働
階
級
の
性
宅
が

-mL
る

機
能
を
呆
し
え
ぎ
り
し
に
由
る
の
で
・
あ
る
と
な
し
‘
ナ
チ
ス
は
遁
密
居
住
の
撤
廃
は
勿
論
件
宅
が
他
か
ら
の
騒
脅
に
妨
げ
ら
る
L
を

防
ぎ
て
或
は
分
散
式
の
狗
立
家
屋
を
選
ぴ
或
は
新
し
き
ス
ポ
1

?
の
形
式
と
し
て
性
宅
忙
附
属
す
る
庭
園
の
県
耕
を
奨
め
つ
h

あ

制
。
ナ
チ
ス
は
い
ふ
。
「
不
良
住
宅
は
人
を
羽
ち
挫
く
斧
の
如
し
」
(
ヨ

E
E
E
Z
Z
F
E
E
t
m神
宮
内

g
z
E
w
自
民
骨
内

5
1
2

出向。ロ聞の
σ自
E
E
m
p
-
J
h
o
郎
ち
ナ
千
ス
で
は
ナ
チ
ス
女
化
を
創
浩
殻
展
さ
せ
ん
錦
に
、
人
間
準
的
友
立
揚
か
ら
健
康
に
ふ
さ
は
し
き
・

快
的
た
・
閑
静
に
し
て
他
か
ら
妨
げ
ら
れ
ぎ
る
自
由
友
・
而
し
て
附
属
地
に
で
多
少
の
農
耕
も
向
来
る
が
如
き
住
宅
を
理
想
と
し
て

考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
第
四
、
最
後

ι乍
然
そ
の
重
要
さ
に
於
て
は
決
し
て
小
さ
か
ら
ざ
る
と
と
は
ナ
チ
ス
位
宅
政
策
に
郷
土
心

の
培
養
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
己
れ
は
他
の
項
で
も
既
に
燭
れ
た
所
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
は
園
民
を
土
地
(
回
忌

g)
に

結
ぶ
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
れ
が
困
民
の
郷
土

(
Z
E
B且
宮
内
肢
と
と
左

H
、

そ
れ
が
郷
L
L

概
念
白
地
盤
と
た
り
延
い
て
は
組
闘
観
念
白

基
礎
と
た
る
と
考
ふ
る
白
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
で
は
一

J

澗
逸
の
土
地
は
我
々
凋
逸
の
阻
岡

(
5
5
r
E
)
で
あ
り
、

招

て
一
の
聖
揚
(
出
E
f
g
B
)
で
あ
る
。
L
さ
れ
ば
ヂ
ル
マ
ン
人
が
と
の
土
に
結
ぼ
れ
る
揚
合
に
始
め
て
彼
は
組
閣
と
組
図
の
民
族
性
の
中

に
根
を
下
る
す

(
3
2
2巳
ロ
)
の
で
あ
っ
て
、
土
地
か
ら
遊
離
し
て
は
郷
土
魂
や
組
闘
魂
も
亦
遊
離
し
て
し
ま
ふ
と
い
立
が
ナ
チ

ス
の
理
論
で

b
る
。
彼
等
は
更
に
言
ム
。
「
土
地
忙
働
〈

E」
は
民
族
精
紳

(
F
F
5
4
の
護
展
に
大
寄
宿
重
要
性
を
有
同
」
一
片
の

民
族
性
の
基
礎
と
し

祖
国
の
土
地
主
所
有
す
る
こ
と
は
彼
に
そ
の
土
地
に
針
ナ
る
自
己
意
識
を
興
へ
、
土
地
の
手
入
品
、
育
成
を
通
じ
て
精
神
を
郷
土
及
び

郷
土
文
化
と
結
ぶ
白
で

b
h。
さ
れ
ば
人
々
に
土
地
主
奥
ふ
る
こ
と
は
人
々
に
「
故
郷
を
興
ふ
る
」
こ
と
で
あ
り
組
園
を
奥
ふ
る
こ
と

で
あ
り
郷
土
愛
租
園
愛
を
責
任
と
自
発
と
を
奥
ふ
る
所
以
で
あ
る
。
十
千
ス
が
住
宅
と
土
地
と
の
闘
係
に
如
何
忙
関
心
を
も
っ
て
ゐ

ナ
チ
ス
住
宅
政
策
の
陣
哩

四

五

第
五
十
巻

傍
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品
ノ
チ
ス
住
宅
肱
輩
白
障
理

一
四
六

第
五
十
巻

第

競

七
O 

る
か

r
窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
か
れ
ら
に
擦
れ
ば
寅
に
「
人
聞
を
土
地
と
結
ぶ
様
式
乙
そ
人
聞
の
踊
利
・
本
質
・
渡
良
を
、
更
に
は

叉
民
族
共
同
慌
の
生
成
・
殻
展
・
衰
亡
を
決
定
す
担
」
の
で
あ
り
、

「
民
族
枇
曾
主
義
図
家
と
調
逸
民
族
的
帰
来
と
は
結
局
は
狽
逸
の

中
産
者
と
俸
給
者
平
努
働
者
を
狗
逸
の
土
地
に
・
民
族
の
財
産
止
郷
土
に
闘
心
を
有
た
し
む
る
己
と
に
土
り
て
始
め
て
可
能
と
在

る
」
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
白
内
地
植
民
地
の
設
定
・
ア
イ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
(
自
己
の
家
)
の
供
給
政
策
・
庭
闘
附
の
平
屋
建
主
義
・
小
家
屋

主
義
等
に
は
す
べ
て
如
上
白
丈
化
的
政
策
を
含
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

結

言

吾
人
は
以
上
に
於
て
先
づ
祉
命
自
民
主
主
義
時
代
に
於
け
る
濁
泡
住
宅
問
題
並
び
に
住
宅
政
策
の
護
艮
を
遁
ベ
て
、
猫
泡
住
宅
政
策

が
根
本
的
建
直
し
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
ぬ
た
こ
と
を
明
に
し
、
更
に
進
ん
で
ナ
チ
ス
政
棟
下
の
住
宅
政
策
の
根
本
原
理
を
説
い
た
。

ナ
チ
ス
住
宅
政
策
の
原
理
は
前
政
権
時
代
の
住
宅
政
策
の
行
詰
り
を
打
破
せ
ん
乙
と
を
目
指
し
、
而
も
そ
れ
は
か
れ
ら
の
世
界
観
に

基
く
岡
氏
的
全
政
策
惜
釆
の
一
部
分
と
し
て
あ
ら
は
れ
来
た
も
の
で
あ
り
、
一
百
円
ふ
ま
で
も
在
〈
前
時
代
の
住
宅
政
策
を
根
本
的
に
革

め
た
も
の
で
あ
る
。
今
本
論
を
結
ぶ
に
首
り
て
吾
人
の
研
究
し
た
る
所
を
要
括
せ
ん
に
、
枇
合
民
主
主
義
時
代
に
は
農
村
人
口
が
頻

め
に
都
市
に
流
れ
込
ん
で
、
都
市
に
於
け
る
住
宅
機
鐘
や
貧
困
を
惹
起
し
た
が
、
岡
家
と

L
て
は
と
の
人
口
の
移
動
現
象
に
劃
し
て

も
都
市
の
住
宅
問
題
忙
謝
し
て
も
根
本
的
な
解
決
を
興
へ
え
な
か
っ
た
。
印
ち
人
口
の
移
動
は
憲
法
上
保
詮
せ
ち
れ
て
ゐ
る
自
由
白

致
す
所
で
あ
り
で
や
む
主
え
宇
、
都
市
住
宅
D
供
給
も
と
れ
亦
図
家
の
手
を
煩
は
す
べ
き
?
左
〈
、
私
絞
済
的
左
需
給
の
法
則
に
委

ず
べ
き
で
、
精
々
地
方
闇
瞳
が
之
が
調
節
を
考
慮
す
べ
し
と
注
さ
れ
て
ゐ
た
。
然
る
に
世
界
大
戦
後
澗
逸
経
済
の
疲
弊
が
甚
し
〈
多

L.M吐nz，a. a. O. S. 96 
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教
の
失
業
者
E
輩
出
す
る
に
至
り
て
、
住
宅
問
題
は
今
干
同
家
の
一
大
枇
曾
問
題
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
自
由
主
義
主
根

本
的
に
止
揚
し
え
ぎ
り
し
舵
曾
民
主
主
義
政
治
?
と
し
て
は
、
之
忙
劃
し
て
根
本
的
な
針
策
を
知
ら
ιな
か
っ
た
。
印
ち
他
の
諸
政
策
に

於
け
る
と
同
様
に
住
宅
政
策
に
於
て
も
無
能
・
貧
困
を
暴
露
し
て
ゐ
た
。
か
〈
て
滴
逸
政
治
白
変
革
は
常
然
に
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
が
新
政
権
を
掌
損
す
る
忙
至
っ
て
、
民
族
共
同
醐
闘
の
理
論
白
下
に
従
来
D
政
治
を
根
本
的
に
革
め
た
。
住
宅

政
策
も
亦
こ
の
図
家
の
革
新
政
策
の
一
と
し
て
新
し
き
姿
を
以

τ
現
は
る
h

に
至
っ
た
D
で
あ
る
が
、
ナ
チ
ス
は
総

τ
の
粧
台
問
題

に
到
し
で
は
事
後
的
・
救
消
政
策
よ
り
も
事
前
的
・
抽
出
防
政
策
を
大
切
左
り
と
し
て
住
宅
政
策
に
於
て
も
住
宅
問
題
白
事
前
的
解
決

策
を
樹
て
た
。
自
由
主
義
の
如
き
都
齢
の
品
目
利
闘
争
・
居
住
移
轄
の
自
由
・
建
築
の
自
由
主
無
制
限
に
許
さ
宇
、
産
業
上
・
文
化
上

か
ら
も
併
せ
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
園
土
利
用
に
就
て
の
全
困
的
計
茎
即
ち
彼
等
の
所
謂
地
域
秩
序

(
m
E
5
2
E
E問
)
或
は
計
董
の
中
に

住
宅
地
域
を
織
り
込
み
更
に
家
屋
の
構
造
・
配
置
を
考
へ
て
、
図
民
全
般
的
な
計
霊
的
居
住
政
策
を
樹
て
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ナ
チ

ス
の
か
t
A

る
居
住
政
策
に
は
一
史
忙
他
の
多
く
の
政
策
的
意
闘
が
盛
ら
れ
て
ゐ
る
。
卸
ち
種
族
的
原
理
と
し
て
は
人
々
の
増
殖
・
血
の

純
潔
・
岡
民
保
健
の
問
題
及
び
図
民
を
回
幽
土
に
根
生
ひ
(
〈

R
5
5
Z白
色
さ
す
む
政
策
が
、
経
済
上
忙
は
弊
働
力
の
養
成
・
稜
展
持
働

カ
の
産
業
的
・
地
方
的
配
給
・
賃
銀
政
策
と
の
一
致
が
、
又
、
枇
舎
上
に
は
陪
級
平
和
や
身
分
思
想
・
都
部
批
曾
生
活
白
調
和
・
郷
土
や

家
族
白
保
護
主
、
文
化
的
に
は
精
榊
主
義
や
・
農
民
魂
の
養
成
干
精
榊
的
創
遣
と
し
て
の
拠
柴
・
休
養
そ
の
他
愛
郷
心
・
愛
闘
心
の
培

養
等
も
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
上
白
ナ
チ
ス
政
策
は
ナ
千
ス
的
世
界
観
と
密
接
に
結
び
つ
く
と
は
い
ひ
、
自
由
主
義
的
居
住
現
象
の
弊
を
克
服
し
、
健
全
た
る

心
身
守
一
有
す
る
共
同
開
的
人
格
を
創
建
せ
ん
と
す
る
賄
か
ら
は
苦
人
に
数
ふ
る
所
極
め
て
多
い
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
問
題
は
之
が

具
惜
的
責
現
の
方
法
で
あ
る
が
之
は
更
に
別
に
考
究
す
る
で
あ
ら
う
。
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チ
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ス
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宅
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策
の
原
理
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